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第 1 編共通編－第 1 章総則 

30. 「連絡」とは、監督職員と受注者の間で、契約書第２条に該当しない事項または緊急で伝

達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることを

いう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 

31. 「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。 

32. 「情報共有システム」とは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有する

ことにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。なお、本システムを用いて作成及

び提出等を行ったものについては、別途紙に出力して提出しないものとする。 
33. 「書面」とは、打合せ簿等の帳票をいい、発行年月日を記録し、記名（署名または押印を

含む）したものを有効とする。ただし情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、

報告、申し出、承諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。 

34. 「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の

検算等の成果の確認をすることをいう。 

35. 「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が設計業務等の完了を確認することをいう。 

36. 「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が

面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

37. 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見し

た場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

38. 「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。 

39. 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものを

いう。  

40. 「了解」とは、設計図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、

理解して承認することをいう。 

41. 「受理」とは、設計図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、

把握することをいう。 

第 1103 条 受発注者の責務 

１．受注者は、契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等 

に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなけれ

ばならない。 

2．受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務

の履行に努めなければならない。 

３．受注者は、設計業務等の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、情報通信技術

を活用した設計業務等の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者の育成及び

確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働

環境の改善に努めなければならない。 

第 1104 条 業務の着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日（土曜日、日曜日、祝日

等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条に規定する行政機関の休
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者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 

第 1129 条 成果物の使用等 

1. 受注者は、契約書第 6 条第 5 項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者

と共同で、成果物を発表することができる。 

2. 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用

に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第 8 条に基づき発注者に求める

場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。 

第 1130 条 守秘義務 

1. 受注者は、契約書第 1 条第 5 項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者

に漏らしてはならない。 

2. 受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を第三者

に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得

たときはこの限りではない。 

3. 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第 1010 条

に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務

の遂行以外の目的に使用してはならない。 

4. 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該

業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 

5. 取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の

許可なく複製しないこと。 

6. 受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこ

と。 

7. 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは

目的外利用が認められ又その恐れがある場合には、これを速やかに発注者に報告する

ものとする。 

第 1131 条 個人情報の取扱い  

1. 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個

人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）、行政手続における特定

の個人を識別する番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）等関係法令に

基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

2. 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知
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１． 主要技術基準及び参考図書  

〔1〕共通 

№ 名称 編集又は発行所名 発行年月 

1 
国土交通省制定 土木構造物標準設計 全日本建設技術協会 ― 

2 
土木製図基準[2009 年改訂版] 土木学会 H21.2 

3 
水理公式集 平成 11 年版 土木学会 H11.11 

4 
JIS ハンドブック 日本規格協会 最新版 

5 
土木工事安全施工技術指針 国土交通省 R65.3 

6 
建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工

事編) 

国土交通省 R 元.9 

7 
建設機械施工安全技術指針 国土交通省 H17.3 

8 
建設機械施工安全技術指針 指針本文とその解

説 

日本建設機械施工協会 H18.2 

9 
移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニ

ュアル 

日本建設機械施工協会 H12.3 

10 
土木工事共通仕様書、公園緑地共通仕様書、港

湾・漁港共通仕様書 

佐賀県 R65.87 

11 
地盤調査の方法と解説（２分冊） 地盤工学会 H25.3 

12 
地盤材料試験の方法と解説(２分冊) 地盤工学会 H21.11 

13 
地質・土質調査成果電子納品要領 国土交通省 H28.10 

14 
公共測量 作業規程の準則 国土交通省 R2.3 

15 
公共測量 作業規定の準則 基準点測量記載要

領 

日本測量協会 H29.4 

16 

公共測量 作業規定の準則 解説と運用（地形測

量及び写真測量編）（基準点測量編、応用測量

編） 

日本測量協会 H28.3 

17 
測量成果電子納品要領 国土交通省 R6H30.3 
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№ 名称 編集又は発行所名 発行年月 

18 
測地成果 2000 導入に伴う公共測量成果座標変

換マニュアル 

国土地理院 H19.11 

19 
基本水準点の 2000 年度平均成果改定に伴う公

共水準点成果改訂マニュアル(案) 

国土地理院 H13.5 

20 
公共測量成果改定マニュアル 国土地理院 H26.5 

21 
電子納品運用ガイドライン【業務編】 国土交通省 R62.3 

22 
電子納品運用ガイドライン【測量編】 国土交通省 R63.3 

23 
電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 国土交通省 H30.3 

24 
2017 年制定 コンクリート標準示方書【設計編】 土木学会 H30.3 

25 
2014 年制定 舗装標準示方書 土木学会 H27.10 

26 
2013 年制定 コンクリート標準示方書【ダムコンク

リート編】 

土木学会 H25.10 

27 
2018 年制定 コンクリート標準示方書 【土木学会

規準および関連規準】＋【JIS 規格集】 

土木学会 H30.10 

28 
2018 年制定 コンクリート標準示方書【維持管理

編】 

土木学会 H30.10 

29 
2017 年制定 コンクリート標準示方書【施工編】 土木学会 H30.3 

30 
2012 年制定 コンクリート標準示方書【基本原則

編】 

土木学会 H25.3 

31 
土木設計業務等の電子納品要領 国土交通省 H28.3 

32 
ＣＡＤ製図基準 国土交通省 H29.3 

33 
ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン 国土交通省 H29.3 

34 
デジタル写真管理情報基準 国土交通省 R2.3 

35 

ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱

い・保管要領（案）・同解説 

一般社団法人全国地質調査業

協会 

社会基盤情報標準化委員会 

H27.6 

36 
コンクリートライブラリー66 号 

プレストレストコンクリート工法設計施工指針 

土木学会 H3.4 

37 
2016年制定 トンネル標準示方書 [共通編]・同解

説／[山岳工法編]・同解説 

土木学会 H28.8 



線形決定は、線形計画及び現地調査の結果に基づき、路線の規模、規格構造につい

て十分に検討し、中心線を決定し、Ｉ.Ｐの決定及び曲線の設定を行うものとする。 

（3）平面・縦断設計 

平面設計は、現地調査の結果及び設計条件に基づき、線形の再確認及び必要に応じ

た細部検討を行うものとする。  

（4）縦断設計  

縦断設計は、実測縦断図を用い橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、形式、基本寸

法を考慮のうえ、縦断線形を決定し、20m ごとの測点及び主要点を標準とする測点につい

て計画高計算を行い、土工計画及び構造物計画等を決定するものとする。 

（54）横断設計 

横断設計は、現地調査の結果及び設計条件に基づき、土層線を想定し、法面勾配と

構造を決定し、横断の詳細構造を設計する。 

（65）構造物設計計画 

ア 小構造物設計 

受注者は、原則として応力計算を必要とせず標準設計図集等※から設計できるも 

ので、石積またはブロック積擁壁、コンクリート擁壁（高さ 5ｍ以下）、管渠、側溝、法面

保護工、水路（幅 2ｍ以下または延長 100m 以下）、集水桝、防護柵工等を設計するも

のとする。なお、必要に応じ展開図を作成するものとする。 

※標準設計図集等は、特記仕様書に定めるものとする。 

イ 仮設構造物設計 

受注者は、構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物につい

て、設計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計し、施工計画書、図面

及び数量計算書を作成するものとする。 

（7）林業作業用施設の設計計画 

林業作業用施設の設計計画は、現地調査の結果及び設計条件及び現場実態等に

基づき、適切な種類及び規模を選定し、設計図書に基づき現場条件、設計条件に合

致するよう設計し、施工計画書、図面及び数量計算書を作成するものとする。 

（86）設計図 

ア 平面図 

実測平面図を用い、設計した縦断設計及び横断設計の成果及び主要構造物等、計

画した全ての構造物を記入するものとする。 

イ 縦断図 

実測縦断図を用い、計画した縦断線形に基づき 20m 毎の測点、主要点及び地形 

の変化点等の計画高計算を行い作成する。縦断図には主要構造物及び横断構造物

を記入するものとする。 

ウ 標準横断図 

切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成する。標準横断図に

は、幅員、舗装構成、法面保護工、構造物等の必要事項を記入するものとする。 

エ 横断図 

実測横断図を用い、横断設計に基づいて設計する。横断図には、土層別の土量お

よび法長等、必要な事項を記入する。 

オ 土積図 



上段に縦断図を作成し、下段に土積曲線を記入するものとする。 

カ 詳細図（構造物展開図） 

特記仕様書に定める標準設計図集以外の構造物を使用する場合は、構造寸法及

び数量表を記入した詳細図を作成するものとする。 

（97）数量計算 

受注者は、第 1211 条 設計業務の成果（４）に従い数量計算を実施し、数量計算書を

作成するものとする。 

（108）施工計画 

工事施工の使用機械の種類、工程計画等の計画を行うものとする。 

（119）特記仕様書作成 

工事の施工に必要な特記仕様書を作成するものとする。 

（1210）照査 

受注者は、照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として

照査を実施するものとする。 

ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、設計の基礎となる情報を収集、把握して

いるかの確認を行う。特に地形、地質条件、森林の状況などについては、設計の目的

に対応した情報が得られているかの確認を行う。 

イ 設計条件及び現地条件など、基本条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、

地形、地質、森林の状況などが設計に反映されているかの確認を行う。 

ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 

エ 設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。 

（1311）報告書作成 

受注者は、業務の成果として、第 1211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成する

ものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成

するものとする。 

ア 計画の概要 

イ 各種検討の経緯とその結果 

ウ 設計計算書（排水計算、設計計算等） 

エ その他必要事項 

第 2 節 一般構造物設計 

第 9405 条 一般構造物設計の区分 

一般構造物設計は以下の区分により行うものとする。 

（1）一般構造物予備設計 

（2）一般構造物実施設計 

（3）落石防護柵実施設計 

（4）一般構造物基礎工実施設計 

第 9406 条 一般構造物予備設計 

1．業務目的 

林道設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地条件等の基本 
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ことにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。なお、本システムを用いて作成及

び提出等を行ったものについては、別途紙に出力して提出しないものとする。 
32. 「書面」とは、打合せ簿等の帳票をいい、発行年月日を記録し、記名（署名または押印を

含む）したものを有効とする。ただし情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、

報告、申し出、承諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。 

33. 「照査」とは、受注者が、発注条件等の確認及び解析等の検算等の成果の確認をするこ

とをいう。 

34. 「成果物」とは、受注者が契約図書に基づき履行した地質・土質調査業務の成果を記録

した図書、図面及び関連する資料をいう。 

35. 「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が地質・土質調査業務の完了を確認することを

いう。 

36. 「打合せ」とは、地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と

監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

37. 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見し

た場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

38. 「協力者」とは、受注者が地質・土質調査業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。 

39. 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものを

いう。 

40. 「立会」とは、設計図書に示された項目において監督員が臨場し、内容を確認することを

いう。 

第 103 条 受発注者の責務 

１．受注者は、契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等 

に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなけれ

ばならない。 

2．受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務

の履行に努めなければならない。 

３．受注者は、地質・土質調査業務の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、情報

通信技術を活用した地質・土質調査業務の実施の効率化等による生産性の向上並びに技

術者の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛

生その他の労働環境の改善に努めなければならない。 

第 104 条 業務の着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日（土曜日、日曜日、祝日

等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日

（以下「休日等」という。））を除く）以内に地質・土質調査業務に着手しなければならない。この

場合において、着手とは管理技術者が地質・土質調査業務の実施のため監督員との打合せを

行うことをいう。 

第 105 条 調査地点の確認 
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2. 受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三

者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を

得たときはこの限りではない。 

3. 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第 113 条

に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務

の遂行以外の目的に使用してはならない。 

4. 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該

業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 

5. 取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の

許可なく複製しないこと。 

6. 受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこ

と。 

7. 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは

目的外利用が認められ又その恐れがある場合には、これを速やかに発注者に報告する

ものとする。 

第 132 条 個人情報の取扱い 

1. 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個

人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）、行政機関の保有する個人情報

の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）、行政手続における特定の個

人を識別する番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）等関係法令に基づ

き、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人

情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

2. 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後に

おいても同様とする。 

3. 取得の制限 

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、

本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必

要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

4. 利用及び提供の制限 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するた

めの利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

5. 複写等の禁止 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するた

めに発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製しては

ならない。 

6. 再委託の禁止及び再委託時の措置 
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第 5 章 原位置試験 

第 1 節 孔内載荷試験 

第 501 条 目的 

孔内載荷試験は、ボーリング孔壁に対し、垂直方向へ加圧し、地盤の変形特性及び強度特

性を求めることを目的とする。 

第 502 条 試験等 

1．試験方法及び器具は、JGS1531「地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験」、

JGS3531「地盤の物性を評価するためのプレッシャーメータ試験」及び JGS3532「ボアホー

ルジャッキ試験」によるものとする。 

2．試験に際しては目的や地質条件等を考慮して適切な箇所を選定するものとする。 

3．測定 

孔内載荷試験は、等圧分布載荷法又は等変位載荷法によるものとする。 

(1) 点検とキャリブレーション 

(2) 試験に先立ち、試験装置は入念な点検とキャリブレーションを行わなければならない。 

(3) 試験孔の掘削と試験箇所の確認 

(4) 試験孔の孔壁は試験精度をよくするために孔壁を乱さないように仕上げなければなら

ない。なお、試験に先立って試験箇所の地質条件等の確認を行うものとする。 

(5) 試験は掘削終了後、速やかに実施しなければならない。 

(6) 最大圧力は試験目的や地質に応じて適宜設定するものとする。 

(7) 載荷パターンは試験目的、地質条件等を考慮し適切なものを選ばなければならない。 

(8) 加圧操作は速やかに終え、荷重および変位量の測定は同時に行う。測定間隔は、孔

壁に加わる圧力を 19.6KN/m2 ピッチ程度または、予想される最大圧力の 1/10～1/20

の荷重変化ごとに測定し、得られる荷重速度～変位曲線ができるだけスムーズな形状

となるようにしなければならない。  

第 503 条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

1. 試験箇所、試験方法、地盤状況、測定値 

2. 荷重強度－変位曲線 

3. 地盤の変形係数 

4. 試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JGS1531「地盤の指標値を求める

ためのプレッシャーメータ試験」、JGS3531「地盤の物性を評価するためのプレッシャーメ

ータ試験」及び JGS3532「ボアホールジャッキ試験」により整理し提出するものとする。 
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第 2 節 地盤の平板載荷試験 

第 504 条 目的 

平板載荷試験は、地盤に剛な載荷板を介して荷重を加え、この荷重の大きさと載荷板の沈

下との関係から、応力範囲の地盤の変形特性や支持力特性、道路の路床・路盤などでは地盤

反力係数を求めることを目的とする。 

第 505 条 試験等 

試験方法及び試験装置・器具は以下のとおりとする。 

1. 地盤の平板載荷試験は、JGS1521（地盤の平板載荷試験法）によるものとする。 

2. 道路の平板載荷試験は、JISA1215（道路の平板載荷試験方法）によるものとする。 

第 506 条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

1. 試験箇所、試験方法、測定値 

2. 地盤の平板載荷試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙の JGS1521（地盤の平

板載荷試験法）により整理し提出するものとする。 

3. 道路の平板載荷試験の試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙の JISA1215（道

路の平板載荷試験方法）により整理し提出するものとする。 

第 3 節 現場密度測定(砂置換法) 

第 507 条 目的 

現場密度測定(砂置換法)は、試験孔から掘りとった土の質量とその試験孔に密度の既知の

砂材料を充填し、その充填に要した質量から求めた体積から土の密度を求めることを目的とす

る。 

第 508 条 試験等 

試験方法及び器具は、JISA1214（砂置換法による土の密度試験方法）によるものとする。 

第 509 条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

1. 調査位置、調査方法、測定値 

2. 試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JISA1214（砂置換法による土の密度

試験方法）により整理し提出するものとする。 
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第 4 節 現場密度測定(ＲＩ法) 

第 510 条 目的 

現場密度測定(ＲＩ法)は、放射性同位元素を利用して、土の湿潤密度と含水量を測定するこ

とを目的とする。 

第 511 条 試験等 

1．本試験は、地表面型ＲＩ計を用いた土の密度試験に適用する。 

2．試験方法及び器具は、JGS1614（ＲＩ計器による土の密度試験方法）によるものとする。 

第 512 条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

1. 調査位置、調査方法、測定値 

2. 含水比、湿潤密度、乾燥密度 

第 5 節 現場透水試験 

第 513 条 目的 

現場透水試験は、揚水又は注水時の流量や水位を測定し、地盤の原位置における透水係

数及び平衡水位(地下水位)を求めることを目的とする。 

第 514 条 試験等 

試験方法及び器具は、JGS1314（単孔を利用した透水試験方法）によるものとする。 

第 515 条 成果物 

成果物は、次のものを提出するものとする。 

1. 調査位置、深さ、調査方法、測定値 

2. 試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙の JGS16141314 によるものとする。 

第 6 節 ルジオン試験 

第 516 条 目的 

ルジオン試験は、ボーリング孔を利用して岩盤の透水性の指標であるルジオン値を求めるこ

とを目的とする。 
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の分布構造を把握することを目的とする。 

第 804 条 業務内容 

1．計画準備 

第 802 条第 1 項に準じるものとする。 

2．現地踏査 

測線計画及び電極配置計画作成のために現地の状況を把握するものとする。 

3．資料検討 

既存資料の整理・検討を行い、現地踏査結果を踏まえ、測線配置計画、電極配置選択、

最小電極間隔及び最大電極間隔を決定する。 

4．測線設定 

測線計画において決定された測線長、方向、測線数及び電極間隔に基づき、現地で測量

を行い、測線の両端、交点及び測点等に木杭を設置して測線を設定し、合わせて各測点の

標高を求めるものとする。 

5．観測 

電極配置計画において決定された電極配置により、電流、電位差の測定を行うものとす

る。 

6．解析 

(1) 観測結果を用い、見掛け比抵抗疑似断面図を作成するものとする。 

(2) 観測結果を用いてインバージョン(逆解析)により比抵抗断面図を作成するものとする。 

(3) 比抵抗断面図とその他の地質資料も考慮し、地山の比抵抗と地質及び地層の関係に

ついて地質学的解釈を行うものとする。 

7．報告書作成 

第 802 条第 78 項に準じるものとする。 
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31. 「書面」とは、発行年月日を記録し、打合せ簿等の帳票をいい、記名（署名または押印を

含む）したものを有効とする。ただし情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、

報告、申し出、承諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。 

32. 「成果物」とは、受注者が契約図書に基づき履行した測量業務の成果を記録した図書、

図面及び関連する資料をいう。 

33. 「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が測量業務の完了を確認することをいう。 

34. 「打合せ」とは、測量業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面

談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

35. 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見し

た場合に受注者が行うべき訂正，補足その他の措置をいう。 

36. 「協力者」とは、受注者が測量業務の遂行にあたって、再委託に付する者をいう。 

37. 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものを

いう。 

38. 「立会」とは、設計図書に示された項目において監督員が臨場し、内容を確認することを

いう。 

第 103 条 受発注者の責務 

１．受注者は、契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等 

に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなけれ

ばならない。 

2．受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務

の履行に努めなければならない。 

３．受注者は、測量業務の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、情報通信技術を

活用した測量業務の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者の育成及び確保

並びにこれらの者に係る賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境

の改善に努めなければならない。 

第 104 条 業務の着手 

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日（土曜日、日曜日、祝日

等（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日

（以下「休日等」という。））を除く）以内に測量業務に着手しなければならない。この場合におい

て、着手とは管理技術者が測量業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。 

第 105 条 測量の基準 

測量の基準は佐賀県の定める「公共測量作業規程」(以下「規程」という。)第 2 条の規定によ

るほかは監督員の指示によるものとする。 

第 106 条 業務の実施 

測量業務は、規程により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、
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を一時使用する時には、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は

当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立入りに

ついて、当該土地占有者の許可は発注者が得るものとするが、監督員の指示がある場

合は受注者は、これに協力しなければならない。 

3. 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、

設計図書に示す外は監督員と協議により定めるものとする。 

4. 受注者は、第三者の土地への立入に当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注

者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入に際しては、これを常に携帯しなければ

ならない。なお、受注者は、立入り作業終了後 10 日以内（休日等を除く）に身分証明書

を発注者に返却しなければならない。 

第 118 条 成果物の提出 

1. 受注者は測量業務が完了した場合には、設計図書に示す成果品を業務完了報告書とと

もに提出し、検査を受けるものとする。なお、成果物の納品は 2 部とする。 

2. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合は履行期間途中に

おいても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 

3. 受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(ＳＩ)とする。 

4. 受注者は、「土木設計業務の電子成果品要領(案)及び測量成果電子納品要領(案)(以

下「要領」という。)に基づいて作成した電子データにより成果品を提出するものとする。

「要領」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ、決定するものとする。

なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品運用ガイドライン 佐賀県」

及び「電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】（国土交通省・令和６３年３月）」に基づくも

のとする。 

第 119 条 関係法令及び条例の遵守 

受注者は、測量業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなけれ

ばならない。 

第 120 条 検査 

1. 受注者は、契約書第 32 条第 1 項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出す

る際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出し

ていなければならない。 

2. 発注者は、測量業務の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。こ

の場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で

行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場

合、検査に要する費用は受注者の負担とする。 

3. 検査員は、監督員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとす

る。 

(1) 測量業務成果物の検査 



3.測量業務共通仕様書－第 1 章総則 

1. 受注者は、契約書第 1 条第 5 項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者

に漏らしてはならない。 

2. 受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三

者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を

得たときはこの限りではない。 

3. 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第 112 条

に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務

の遂行以外の目的に使用してはならない。 

4. 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該

業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 

5. 取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の

許可なく複製しないこと。 

6. 受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこ

と。 

7. 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは

目的外利用が認められ又その恐れがある場合には、これを速やかに発注者に報告する

ものとする。 

第 132 条 個人情報の取扱い 

1. 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個

人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）、行政手続における特定

の個人を識別する番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）等関係法令に

基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

2. 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後に

おいても同様とする。 

3. 取得の制限 

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、

本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必

要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

4. 利用及び提供の制限 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するた

めの利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

5. 複写等の禁止 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するた

めに発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製しては


